
高山市環境配慮事業所認証制度実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、廃棄物の削減や環境配慮行動の促進等に積極的に取り組む市内の事業所

を市が認証して応援する取組みとして創設するものであり、市民、事業所及び市が一体とな

ってごみ減量化を推進するとともに、市民の環境に対する意識啓発を図ることによって、第

五次高山市ごみ処理基本計画（以下「基本計画」という。）の基本理念である循環型社会（３

Ｒの推進と廃棄物の適正処分により、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限

り低減された社会）の形成を目指すことを目的とする。

（対象者）

第２条 本制度の対象は、次の要件を全て満たす事業所とする。

⑴ 市内で事業所を構え事業を営む事業所

⑵ 暴力団員等でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない事業所

⑶ この要綱において市が定める認証基準を満たす事業所

（認証基準）

第３条 別表に定める取組項目において、８項目以上実施していると市が認める事業所を高山

市環境配慮事業所と認証する。

（申請方法）

第４条 高山市環境配慮事業所の認証を希望する者（以下「申請者」という。）は、高山市環

境配慮事業所認証申請書（別記様式第１号）にチェックリスト（別記様式第２号）とチェッ

ク項目の事実確認ができる書類を添えて市長へ申請するものとする。

２ 申請の受付は、毎年度３回とし、１回目を４月１日から６月末日まで、２回目を７月１日

から９月末日まで、３回目を１０月１日から１２月末日までとする。

（認証の決定）

第５条 市長は、申請者から提出された申請書の内容について、受付期間の翌月末までに、添

付書類による審査を実施し、認証基準を満たすと認めるものを高山市環境配慮事業所と認証

し、申請者に通知する。

２ 前項の審査について、市長は必要に応じて現場確認を実施する。

３ 市長は、高山市環境配慮事業所と認証した事業所（以下「認証事業所」という。）に対し、

認証看板及び認証シールを交付するとともに、市のホームページ等で広く市民及び観光客に

周知する。

（ロゴマークの使用）

第６条 認証事業所は、市が作成する認証事業所のロゴマークを自社のＰＲに使用することが

できる。

（認証事業所の責務）

第７条 認証事業所は、次の項目に取り組まなければならない。

⑴ 第３条の規定により選択した取組項目を積極的に実践し、食品ロス及びプラスチックご

みの削減、生ごみ等の発生抑制及び発生する食品廃棄物の堆肥化等による再生利用等に取

り組むことで、廃棄物の削減に努めること。



⑵ 第５条第３項の規定により交付された認証看板及び認証シールを店頭又は店内に掲示し、

取組項目について来店者等へ積極的にＰＲし周知を図ること。

⑶ 第５条第２項に規定する現場確認に協力すること。

⑷ 高山市が実施するごみ減量化に関する普及啓発に協力すること。

（認証の有効期間）

第８条 認証の有効期間は、認証の決定をした日から３年を経過した日の属する年度末までと

する。

（認証の継続）

第９条 前条の有効期間満了後、引き続き認証を希望する事業所は、当該有効期間満了日の３

０日前までに高山市環境配慮事業所認証継続申請書（別記様式第３号）にチェックリスト（別

記様式第２号）とチェック項目の事実確認ができる書類を添えて市長へ提出するものとする。

２ 前項の場合、第５条から第８条までの規定を準用する。

（認証事業所の実績報告）

第１０条 認証事業所は、認証を受けた次年度の４月末日までに前年度の取組実績について、

実績報告書（別記様式第４号）により市長に報告しなければならない。

（認証内容の変更）

第１１条 認証事業所は、申請内容に変更が生じた場合は、高山市環境配慮事業所認証変更届

出書（別記様式第５号）に変更内容が確認できる書類を添付し、速やかに市長へ届け出なけ

ればならない。

２ 市長は、前項の届出書を受理した場合は、第５条に規定する審査を実施することとし、認

証基準を満たすと認める場合は認証内容を変更し、届出者に通知する。

（認証の取消し）

第１２条 市長は、認証事業所が認証基準を満たさなくなった場合及び信用を失墜する行為を

行う等、認証事業所として適当でないと判断した場合は、認証を取り消すことができる。

２ 認証を取り消された認証事業所は、速やかに第６条に定めるロゴマークの使用及び交付を

受けた認証看板等の掲示を中止しなければならない。

（委任）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。



別表（第３条関係）

飲食店・ホテル・旅館部門

＜共通取組項目＞

（1）独自のごみ減量化目標の設定

（2）社内での 3R 行動（発生抑制、再使用、再生利用）の実践、共有

＜個別取組項目＞

（3）食材を使い切る工夫

（4）食べ残さない工夫

（5）食べ残しの持ち帰りができる工夫

（6）ごみ排出時の水切り等の工夫

（7）使い捨て商品の使用を抑える工夫

（8）ごみの適正処理の実施

（9）環境配慮行動を行う顧客に対するポイント付与等のインセンティブ提供

（10）上記以外のごみを減らすための取組み

食品製造・販売店部門

＜共通取組項目＞

（1）独自のごみ減量化目標の設定

（2）社内での 3R 行動（発生抑制、再使用、再生利用）の実践、共有

＜個別取組項目＞

（3）店頭での手付かず食品（賞味期限・消費期限切れ食品）の削減につながる取

組み

（4）家庭での食べきり、使いきりにつながる取組み

（5）惣菜等の製造・調理段階での取組み

（6）食品ロス削減に関する自社の取組みの PR や社内での情報共有

（7）フードバンク活動等への支援

（8）ごみの適正処理の実施

（9）環境配慮行動を行う顧客に対するポイント付与等のインセンティブ提供

（10）上記以外のごみを減らすための取組み

その他

＜共通取組項目＞

（1）独自のごみ減量化目標の設定

（2）社内での 3R 行動（発生抑制、再使用、再生利用）の実践、共有

＜個別取組項目＞



（3）紙ごみ削減の工夫

（4）プラごみ削減の工夫

（5）ごみ処理コストにかかる工夫

（6）分別の工夫

（7）リサイクルの推進

（8）CO₂削減に関する取組み

（9）環境配慮行動を行う顧客に対するポイント付与等のインセンティブ提供

（10）上記以外のごみを減らすための取組み



別記様式第１号(第４条関係)

高山市環境配慮事業所認証申請書

年 月 日

(あて先)高山市長

住 所 高山市

事業所名

代表者名

電 話

高山市環境配慮事業所の認証を受けたいので、高山市環境配慮事業所証制度実施要綱第

５条の規定に基づき申請します。

申請にあたり、私は暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者

でないことを宣誓します。

記

1 申請する部門

⑴ 飲食店・ホテル・旅館部門

⑵ 食品製造・販売店部門

⑶ その他

2 独自のごみ減量化目標の設定

現在のごみ排出量 単位

目標とする排出量 単位

※目標とする排出量には、３年後の減量化した排出量を記入

3 社内での３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の実践、共有方法

4 添付書類 申請部門のチェックリスト及びチェック項目の事実確認ができる書類



別記様式第２号(第４条関係) （その１）



(その２)



(その３)



別記様式第３号(第９条関係)

高山市環境配慮事業所認証継続申請書

年 月 日

(あて先)高山市長

住 所 高山市

事業所名

代表者名

電 話

高山市環境配慮事業所の認証を継続したいので、高山市環境配慮事業所証制度実施要綱第８

条の規定に基づき申請します。

申請にあたり、私は暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でな

いことを宣誓します。

記

1 更新申請する部門

⑴ 飲食店・ホテル・旅館部門

⑵ 食品製造・販売店部門

⑶ その他

2 独自のごみ減量化目標の設定

現在のごみ排出量 単位

目標とする排出量 単位

※目標とする排出量には、３年後の減量化した排出量を記入

3 社内での３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の実践、共有方法

4 添付書類 申請部門のチェックリスト及びチェック項目の事実確認ができる書類



別記様式第４号(第１０条関係)

実績報告書

年 月 日

(あて先)高山市長

住 所 高山市

事業所名

代表者名

電 話

年 月 日付で高山市環境配慮事業所として認証を受けた内容について、下記のと

おり実績報告します。

記

1 認証を受けた部門

⑴ 飲食店・ホテル・旅館部門

⑵ 食品製造・販売店部門

⑶ その他

2 認証の有効期間

年 月 日 から 年 月 日 まで

3 ごみ排出量の削減実績

目標とする排出量 単位

排出量の実績 単位

※目標とする排出量は、申請書記載の内容と整合するよう記入

4 添付書類 排出量の実績が確認できる書類



別記様式第５号(第１１条関係)

高山市環境配慮事業所認証変更届出書

年 月 日

(あて先)高山市長

住 所 高山市

事業所名

代表者名

電 話

年 月 日付で高山市環境配慮事業所として認証を受けた内容について、下記のと

おり変更することを届け出ます。

記

1 認証を受けた部門

⑴ 飲食店・ホテル・旅館部門

⑵ 食品製造・販売店部門

⑶ その他

2 認証の有効期間

年 月 日 から 年 月 日 まで

3 変更内容

4 変更日 年 月 日 から

5 添付書類 変更内容が確認できる書類（認証内容に影響がある場合のみ）


